
○

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
外
国
に
お
け
る
営
業
所
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
等
）

（
外
国
に
お
け
る
営
業
所
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
九
条
の
二

［
略
］

第
九
条
の
二

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
所
の
設
置
又
は
種
類
の
変
更

２

［
同
上
］

の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
営
業
所
の
設
置
又
は
種
類
の
変
更
が
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
の
経
営

一

当
該
営
業
所
の
設
置
又
は
種
類
の
変
更
が
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
の
経
営

の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該

の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該

申
請
を
し
た
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二

申
請
を
し
た
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二

総
理
府

総
理
府

項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年

令
第
三
十
九

項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年

令
第
三
十
九

大
蔵
省

大
蔵
省

号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第
二
号
に

号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
二
号

掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表

に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
申

の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
及

請
を
し
た
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す

び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

る
子
会
社
等
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
自
己
資

う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況

本
の
充
実
の
状
況
が
同
令
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区

が
同
令
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第
二
号

分
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当

に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］
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（
外
国
に
お
け
る
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の

（
外
国
に
お
け
る
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の

委
託
等
の
認
可
の
申
請
等
）

委
託
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
条

［
略
］

第
十
条

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約
の
締
結
の
認
可
の
申
請

２

［
同
上
］

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も

の
と
す
る
。

一

当
該
委
託
契
約
の
締
結
が
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
確
保

一

当
該
委
託
契
約
の
締
結
が
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
確
保

に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
を
し
た
銀

に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
を
し
た
銀

行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分

区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分

、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第

及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
し

三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
申

、
か
つ
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実

請
を
し
た
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
条
第

の
状
況
が
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
二

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資

号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ

こ
と
。

非
対
象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
七
条
の
五

銀
行
は
、
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
法
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に

第
十
七
条
の
五

［
同
上
］

規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
二
号
の
三
に
掲
げ
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る
会
社
（
以
下
こ
の
章
及
び
第
五
章
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る

三

［
同
上
］

子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な

る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
（
法
第
十
四
条
の

る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
（
法
第
十
四
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
第
十

二
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う

九
条
の
三
第
三
号
チ
に
規
定
す
る
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
除
く
。
）
を

。
次
項
第
二
号
、
次
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
十
九
条
の
三
第
二
号
及
び

い
う
。
次
項
第
二
号
、
次
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
十
九
条
の
三
第
二
号

第
三
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第

及
び
第
三
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一

十
二
号
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お

項
第
十
二
号
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項

い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
十
九
条
の
二

法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
九
条
の
二

法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
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も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
事
業
年
度
（
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
事
業
年
度
（
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
（
以
下
「
中

す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
（
以
下
「
中

間
説
明
書
類
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら
チ
ま
で
、

間
説
明
書
類
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら
チ
ま
で
、

第
二
号
、
第
三
号
ロ

、
第
四
号
（
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
号
リ

第
二
号
、
第
三
号
ロ

、
第
四
号
（
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
号
リ

(11)

(11)

並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
ホ
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
海
外
営
業
拠
点
（
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

を
い
う
。
次
条
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

銀
行
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

三

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又
は
直
近
の
五
事
業
年
度

ロ

［
同
上
］

に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に

(13)

(16)

限
る
。
）

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(1)

(9)

(1)

(9)

単
体
自
己
資
本
比
率
（
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準

単
体
自
己
資
本
比
率
（
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準

(10)

(10)

に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
第
五
号
ル
に
規
定
す
る
単
体
レ

に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第
五
号
、
第
二
十
二
条

バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
五
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項

第
一
項
第
九
号
及
び
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
お
い
て
同
じ

第
九
号
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
九
号
及
び
第
三
十
四
条
の
十
九

。
）

の
五
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(11)

(16)

(11)

(16)
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四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

銀
行
の
直
近
の
二
中
間
事
業
年
度
又
は
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状

五

［
同
上
］

況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ニ

略｣

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
（

ホ

流
動
性
に
係
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に

ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

定
め
る
事
項

［
ヘ
～
ヌ

略｣

［
ヘ
～
ヌ

同
上｣

ル

単
体
自
己
資
本
比
率
及
び
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
法
第
十
四
条
の
二

ル

単
体
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合

第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
単
体
自

に
は
そ
の
旨

己
資
本
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受

け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

第
十
九
条
の
三

法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
九
条
の
三

法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
三

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
三

号
ヘ
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

号
ヘ
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
ニ

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
に
係
る
も
の
に

限
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
二
連
結

三

［
同
上
］

会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ハ

略｣

［
イ
～
ハ

同
上
］
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ニ

経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
（

ニ

流
動
性
に
係
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に

ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

定
め
る
事
項

［
ホ
～
ト

略｣

［
ホ
～
ト

同
上｣

チ

連
結
自
己
資
本
比
率
及
び
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
法
第
十
四
条
の
二

チ

連
結
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合

第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
連
結
自

に
は
そ
の
旨

己
資
本
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受

け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

（
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
の
設
置
等
）

（
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
の
設
置
等
）

第
三
十
二
条

［
略
］

第
三
十
二
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
の
設
置
又

３

［
同
上
］

は
種
類
の
変
更
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
支
店
の
経
営
の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と
認

一

当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
支
店
の
経
営
の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
支
店
に

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
支
店
に

係
る
外
国
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項

係
る
外
国
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の

に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の

非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
に

非
対
象
区
分
に
相
当
す
る
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国

相
当
す
る
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
及
び
そ
の

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
条
第
二
項
第
一

子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表

号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
に
相
当
す
る
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

の
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分

こ
と
。
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に
相
当
す
る
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申
請
等

（
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申
請
等

）

）

第
三
十
四
条
の
十

銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社
は

第
三
十
四
条
の
十

［
同
上
］

、
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
を
経
由
し

て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

当
該
認
可
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収

四

当
該
認
可
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収

支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
銀
行

支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
基
準

持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照

に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
十
九
の
五
第

ら
し
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況

二
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同

が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得

じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

ら
れ
る
比
率
（
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
四
号
チ
に
規
定
す
る
連
結

レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
十
九
の
五
第
二
項

第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

五

［
略
］

五

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］
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（
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

（
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

の
申
請
等
）

の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
五

［
略
］

第
三
十
四
条
の
十
九
の
五

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

二

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結

等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結

自
己
資
本
比
率
（
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己

自
己
資
本
比
率
（
同
条
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比

資
本
比
率
を
い
う
。
）
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
及
び

率
を
い
う
。
）
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
及
び
そ
の
子

そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う

会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の

。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
（
第
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す

連
結
自
己
資
本
比
率
（
同
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ

る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
）
並
び
に
当
該
銀
行
の
単
体
自
己
資
本
比

る
比
率
を
い
う
。
）
並
び
に
当
該
銀
行
の
単
体
自
己
資
本
比
率
（
法
第
十
四

率
が
い
ず
れ
も
十
分
な
水
準
に
あ
り
、
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象

条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い

会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
し
た
後
も
十
分
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま

う
。
）
が
い
ず
れ
も
十
分
な
水
準
に
あ
り
、
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社

れ
る
こ
と
。

対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
し
た
後
も
十
分
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

等
）

等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
六

法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内

第
三
十
四
条
の
二
十
六

法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
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閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は

、
第
一
号
イ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
、
第
二
号
、
第
四
号
ヘ
並
び
に
第
五
号
に
掲

、
第
一
号
イ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
、
第
二
号
、
第
四
号
ヘ
並
び
に
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び

そ
の
子
会
社
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結
会
計
年
度
又

四

［
同
上
］

は
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ハ

略｣

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
（

ニ

流
動
性
に
係
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に

ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

定
め
る
事
項

［
ホ
～
ト

略｣

［
ホ
～
ト

同
上｣

チ

連
結
自
己
資
本
比
率
及
び
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
法
第
五
十
二
条
の

チ

連
結
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合

二
十
五
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

に
は
そ
の
旨

等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た

め
の
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を

除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
算
定
に
関
す
る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合

に
は
そ
の
旨

［
五
～
七

略
］

［
五
～
七

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）
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第
三
十
五
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
十
五
条

［
同
上
］

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
二
十
一

略
］

［
一
～
二
十
一

同
上
］

二
十
二

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を

二
十
二

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

除
く
。
次
号
並
び
に
第
三
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
劣
後
特
約
付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
（
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
号
並
び
に
第
三
項
第
十
七
号
及
び
第
十

八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

［
二
十
三
～
三
十
一

略
］

［
二
十
三
～
三
十
一

同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

10

10

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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○

金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
金
融
再
生
委
員
会
規
則
第
三
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

- 12 -



改

正

後

改

正

前

（
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
）

（
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

９

第
二
項
の
表
中
「
連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二

９

第
二
項
の
表
中
「
連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
十
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法

項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
十
二
項
、
長
期
信
用
銀
行
法

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分

等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い

等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令

第
三
条
第
十
二
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

第
三
条
第
十
一
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定

項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定

め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
二
条

す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
二
条

第
四
項
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め

第
四
項
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め

る
命
令
第
一
条
第
九
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定

る
命
令
第
一
条
第
八
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二

す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二

十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
に
規

十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
に
規

定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

［
略
］

［
同
上
］

10

10

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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○

金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
八
十
八
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

- 15 -



改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
五
条

［
略
］

第
五
条

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
「

６

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
「

連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「
連

に
定
め
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「
連

結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連

結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連

結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定

結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定

す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
十
三
項
又
は
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す

す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
十
二
項
又
は
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す

る
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
総

る
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
総

自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
の
「
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
の
「
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」

ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
十
二
項

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
十
一
項

に
規
定
す
る
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及

に
規
定
す
る
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及

び
連
結
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

び
連
結
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

一

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
五
号
の
連
結
自
己
資
本
比

一

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
五
号
の
連
結
自
己
資
本
比

率

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一

率

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一

条
第
十
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

条
第
十
二
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信

- 16 -



用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
十
二
項
又
は
協
同
組
合

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
十
一
項
又
は
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項

に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
７
～
９

略
］

［
７
～
９

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

- 17 -



○

金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
六
十
七
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

- 18 -



改

正

後

改

正

前

（
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
）

（
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
）

第
十
条
の
二

［
略
］

第
十
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
「

６

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
「

連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「
連

に
定
め
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
「
連

結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連

結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連

結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定

結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定

す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
十
三
項
又
は
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す

す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
十
二
項
又
は
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す

る
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
総

る
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及
び
連
結
総

自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
の
「
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

自
己
資
本
比
率
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
の
三
の
「
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」

ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
十
二
項

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
十
一
項

に
規
定
す
る
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及

に
規
定
す
る
連
結
普
通
出
資
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
、
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
及

び
連
結
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

び
連
結
総
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。

一

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
五
号
の
連
結
自
己
資
本
比

一

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
第
五
号
の
連
結
自
己
資
本
比

率

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一

率

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一

条
第
十
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

条
第
十
二
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信
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用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
十
二
項
又
は
協
同
組
合

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
十
一
項
又
は
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項

に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
７
～
９

略
］

［
７
～
９

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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